
１　当事業所の職員体制

サービス提供責任者

    　　　　　　              　（　）は兼務を示す

２　サービス利用料

 （１）基本料金　                            　　　　　             

（１）３０分未満

（２）３０分以上１時間未満

（３）１時間以上1時間３０分未満

（４）１時間３０分以上２時間未満

（５）２時間以上２時間３０分未満

（６）２時間３０以上３時間未満

（７）３時間以上

（１）３０分未満

（２）３０分以上１時間未満

（３）１時間以上1時間３０分未満

（４）１時間３０分以上２時間未満

（５）２時間以上２時間３０分未満

（６）２時間３０以上３時間未満

（７）３時間以上

（１）３０分未満

（２）３０分以上４５分未満

（３）４５分以上1時間未満

（４）１時間以上１時間１５分未満

（５）１時間１５分以上１時間３０分未満

（６）１時間３０分以上

（１）３０分未満

（２）３０分以上１時間未満

（３）１時間以上1時間３０分未満

（４）１時間３０分以上

妙高の里ヘルパーステーション居宅介護
契約書別紙兼重要事項説明書（別表）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈令和　7年　４月　１日現在〉

職種 資格 常勤 非常勤 合計

訪問介護員
介護福祉士 ０名（０名） １名（１名）

４名（３名）
介護職員初任者過程 ０名 ３名（２名）

管理者 介護福祉士 １名（１名） １名（１名）

介護福祉士
同行援護従事者応用課程

１名（１名） １名（１名）

居　宅　介　護

身
体
介
護

２，５５０円

５，８４０円

４，０２０円

７，５００円

６，６６０円

８，３３０円

９，１６０円（30分増す毎に８３０円

６，６６０円

７，５００円

８，３３０円

通
院
等
介
助

（

身
体
介
護
を
含
む
）

２，５５０円

４，０２０円

５，８４０円

９，１６０円（30分増す毎に８３０円

家
事
援
助

１，０５０円

１，５２０円

１，９６０円

２，３８０円

２，７４０円

３，０９０円（15分増す毎に３５０円

＊事業所と同一または隣接する敷地やそれ以外の範囲で２０人以上居住できる建物に在住の方は、

　利用者負担の割合に基いた金額分の９０/１００の金額となります。

＊事業所と同一または隣接する敷地で５０人以上居住できる建物に在住の方は、

　利用者負担の割合に基いた金額分の８５/１００の金額となります。

＊やむを得ない事情で、かつ、ご利用者の同意を得て、２名で訪問した場合は、２名分の料金となります。

＊上記の料金設定の基本となる時間は、ご利用者の居宅介護計画に定められた目安の時間を基準としています。

通
院
等
介
助

（

身
体
介
護
を

伴
わ
な
い

)

１，０５０円

１，９６０円

２，７４０円

３，４３０円（30分増す毎に６９０円

＊上記基本料金に対して、利用者負担額減額・免除等決定通知書に記載された額の負担となります。



 （２）加算料金　  

＊該当する加算料金に対して、利用者負担額減額・免除等決定通知書に記載された額の負担となります。

初回加算

＊新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回
もしくは初回訪問の属する月に自ら居宅介護を行った場合、又は他の居宅介護職
員等が居宅介護を行う際に同行訪問した場合

一月につき
2,000円

喀痰吸引等支
援体制加算

＊在宅において喀痰等の吸引が必要な利用者に対して、医療関係者との連携の
下で安全に実施できる認定特定行為業務従事者が口腔内の喀痰吸引等を行っ
た場合

一日あたり
1,000円

加算の種類 加算の内容 加算額

◎特定事業所
加算Ⅱ

<体制要件>
①事業所のヘルパーに対して計画的に研修を実施
②サービス提供責任者が利用者に関する情報等の伝達を行うとともに事後に報
告を受けていること
③ヘルパーの健康管理を定期的に実施
④サービス提供責任者が全訪問介護職員を対象とし、会議を定期的に実施
⑤緊急時における対応方法が利用者に明示されていること
⑥新規採用者に対して同行による研修を実施
<人材要因>
①事業所のヘルパーについて介護福祉士の割合が３０％以上
②サービス提供責任者全てが３年以上の経験を有する介護福祉士
③実務者研修を終了した介護福祉士

居宅介護のみ。
通常の基本料金
に10％加算

早朝
夜間加算

＊早朝（午前７時～午前８時）、夜間（午後６時～午後９時）にサービス提供した場
合 通常の基本料金

に２５％加算

緊急時訪問
介護加算

＊居宅介護計画上に位置付けられていないサービス提供を利用者又はその家族
等かた要請を受け、サービス提供責任者が緊急対応の必要性を判断し、要請か
ら24時間以内にサービス提供をおこなった場合

１回につき
1,000円

中山間地域等
に居住する方
へのサービス

提供加算

＊通常の事業の実施地域以外の方へサービス提供した場合

所定単位数の１
５％


